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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】微生物燃料電池を用いて培地の状態を精度よく
モニタすることが可能な培地モニタリングシステムを提
供する。
【解決手段】培地モニタリングシステム１は、培地１５
に配置された微生物燃料電池１０と、微生物燃料電池１
０で発電された電力を解析する解析部２１と、を備える
。解析部２１は、微生物燃料電池１０で発電された電力
を解析することで、培地１５の状態をモニタするように
構成されている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　培地に配置された微生物燃料電池と、
　前記微生物燃料電池で発電された電力を解析する解析部と、を備え、
　前記解析部は、前記微生物燃料電池で発電された電力を解析することで、前記培地の状
態をモニタする、
　培地モニタリングシステム。
【請求項２】
　前記微生物燃料電池で発電された電力に関する電力情報を無線送信する送信部と、
　前記送信部から無線送信された前記電力情報を受信する受信部と、を更に備え、
　前記解析部は、前記受信部で受信した前記電力情報を用いて前記培地の状態をモニタす
る、
　請求項１に記載の培地モニタリングシステム。
【請求項３】
　前記微生物燃料電池で発電された電力を蓄電する蓄電部を更に備え、
　前記送信部は、前記蓄電部に蓄電されている電力を用いて駆動する、
　請求項２に記載の培地モニタリングシステム。
【請求項４】
　前記培地の内部及び前記培地の周囲の少なくとも一方における所定の物理量を測定可能
な第１のセンサ、及び前記培地の内部における所定の化学量を測定可能な第２のセンサの
少なくとも一つを更に備え、
　前記解析部は、前記第１のセンサで測定された物理量、及び前記第２のセンサで測定さ
れた化学量の少なくとも一つと、前記微生物燃料電池で発電された電力と、を解析するこ
とで、前記培地の状態をモニタする、
　請求項１～３のいずれか一項に記載の培地モニタリングシステム。
【請求項５】
　前記培地に水分を供給可能な水供給部と、
　前記培地に養液を供給可能な養液供給部と、
　前記水供給部と前記養液供給部とを制御する供給制御部と、を更に備え、
　前記供給制御部は、
　前記解析部における解析結果が前記培地の水分が不足しているという解析結果である場
合、前記水供給部が前記培地に水分を供給するように前記水供給部を制御し、
　前記解析部における解析結果が前記培地の養分が不足しているという解析結果である場
合、前記養液供給部が前記培地に養液を供給するように前記養液供給部を制御する、
　請求項１～４のいずれか一項に記載の培地モニタリングシステム。
【請求項６】
　前記培地を改質するための改質部と、
　前記改質部を制御する改質制御部と、を更に備え、
　前記改質制御部は、前記解析部における解析結果に応じて前記改質部を制御する、
　請求項１～５のいずれか一項に記載の培地モニタリングシステム。
【請求項７】
　前記改質部は、改質用微生物燃料電池であり、
　前記改質制御部は、前記解析部における解析結果に応じて前記改質用微生物燃料電池に
おける発電量を制御することで前記培地の改質を調整する、
　請求項６に記載の培地モニタリングシステム。
【請求項８】
　前記改質制御部は、
　前記微生物燃料電池の電圧値が所定の上限値よりも高い場合、前記改質用微生物燃料電
池で発電される電力量が少なくなるように前記改質用微生物燃料電池を制御し、
　前記微生物燃料電池の電圧値が所定の下限値よりも低い場合、前記改質用微生物燃料電
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池で発電される電力量が多くなるように前記改質用微生物燃料電池を制御する、
　請求項７に記載の培地モニタリングシステム。
【請求項９】
　前記改質部は、改質用電源と当該改質用電源に接続された改質用電極であり、
　前記改質制御部は、前記解析部における解析結果に応じて前記改質用電源を制御するこ
とで前記培地の改質を調整する、
　請求項６に記載の培地モニタリングシステム。
【請求項１０】
　前記改質用電極は前記培地の内部に埋設されており、
　前記改質制御部は、前記解析部における解析結果に応じて、前記改質用電源から前記改
質用電極に供給される電圧および電流の少なくとも一方を制御する、
　請求項９に記載の培地モニタリングシステム。
【請求項１１】
　前記改質制御部は、
　前記微生物燃料電池の電圧値が所定の上限値よりも高い場合、前記改質用電源から前記
改質用電極に供給される電圧および電流の少なくとも一方が低くなるように前記改質用電
源を制御し、
　前記微生物燃料電池の電圧値が所定の下限値よりも低い場合、前記改質用電源から前記
改質用電極に供給される電圧および電流の少なくとも一方が高くなるように前記改質用電
源を制御する、
　請求項９に記載の培地モニタリングシステム。
【請求項１２】
　前記解析部は、前記微生物燃料電池で発電された電力の電圧値および電流値の少なくと
も一方を解析することで前記培地の状態をモニタする、請求項１～１１のいずれか一項に
記載の培地モニタリングシステム。
【請求項１３】
　前記解析部は、
　前記微生物燃料電池で発電された電圧値の単位時間当たりの変化量の絶対値が所定の基
準値よりも大きい場合は前記培地における水分量が変化したと判定し、
　前記微生物燃料電池で発電された電圧値の単位時間当たりの変化量の絶対値が所定の基
準値よりも小さい場合は前記培地における有機物の量が変化したと判定する、
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の培地モニタリングシステム。
【請求項１４】
　前記解析部は、前記微生物燃料電池で発電された電力量に基づいて、前記培地の微生物
の量、及び活性度、並びに前記培地の有機物の量の少なくとも一つの状態を判定する、請
求項１～１１のいずれか一項に記載の培地モニタリングシステム。
【請求項１５】
　前記解析部は、前記微生物燃料電池で発電された電力量の総量に基づいて、前記培地に
追加する肥料の量を決定する、請求項１～１１のいずれか一項に記載の培地モニタリング
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は培地モニタリングシステムに関し、特に微生物燃料電池を用いた培地モニタリ
ングシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、微生物燃料電池の開発が進められている。微生物燃料電池は、微生物が有機物を
分解する際に生じる電子を回収し、この回収した電子を電気エネルギーとして利用してい
る。特許文献１には、微生物燃料電池システムに関する技術が開示されている。特許文献
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１に開示されている微生物燃料電池システムでは、微生物燃料電池で発電された電力を用
いて、微生物燃料電池の発電状態を可視化する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－１７２９９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述したように、微生物燃料電池は、微生物が有機物を分解する際に生じる電子を回収
することで電力を生成している。例えば、土壌等の培地に微生物燃料電池を設置した場合
は、培地に存在する微生物が有機物を分解する際に電力が生成される。このとき生成され
る電力（電圧値や電流値）は、培地に存在する微生物や有機物の状態に依存する。
【０００５】
　一方で、近年、培地の状態を簡易かつ精度よくモニタするモニタリングシステムが必要
とされている。本発明の目的は、微生物燃料電池を用いて培地の状態を精度よくモニタす
ることが可能な培地モニタリングシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様にかかる培地モニタリングシステムは、培地に配置された微生物燃料電
池と、前記微生物燃料電池で発電された電力を解析する解析部と、を備え、前記解析部は
、前記微生物燃料電池で発電された電力を解析することで、前記培地の状態をモニタする
。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明により、微生物燃料電池を用いて培地の状態を精度よくモニタすることが可能な
培地モニタリングシステムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】微生物燃料電池を説明するための模式図である。
【図２】微生物燃料電池のカソードおよびアノードの配置例を説明するための断面図であ
る。
【図３】微生物燃料電池のカソードの配置例を説明するための断面図である。
【図４】実施の形態１にかかる培地モニタリングシステムを示すブロック図である。
【図５】微生物燃料電池の電圧変化の一例を示す図である。
【図６】微生物燃料電池の電圧変化の他の例を示す図である。
【図７】微生物燃料電池を用いた解析方法を説明するための図である。
【図８】微生物燃料電池を用いた解析方法を説明するための図である。
【図９】実施の形態２にかかる培地モニタリングシステムを示すブロック図である。
【図１０】実施の形態３にかかる培地モニタリングシステムを示すブロック図である。
【図１１】実施の形態４にかかる培地モニタリングシステムを示すブロック図である。
【図１２】実施の形態５にかかる培地モニタリングシステム（培地改質システム）を示す
ブロック図である。
【図１３】改質用電極の配置例を説明するための断面図である。
【図１４】改質用電極の配置例を説明するための断面図である。
【図１５】改質用電極の配置例を説明するための側面図である。
【図１６】改質用電極の配置例を説明するための上面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
＜微生物燃料電池の説明＞
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　まず、本発明で用いられる微生物燃料電池について、図１に示す模式図を用いて説明す
る。図１に示すように、微生物燃料電池１０は、カソード（正極）１１およびアノード（
負極）１２を備える。カソード１１は、空気と触れることができる位置に配置されている
。アノード１２は、培地１５の内部に埋設されている。ここで、培地１５とは、土壌等の
植物を栽培することができる場所である。培地１５としては、土壌以外にも植物工場で用
いられる人工土や樹脂シート、ロックウール、脱脂綿、水溶液等も含まれる。すなわち、
本実施の形態にかかる発明において培地１５とは、植物を栽培することができる場所であ
ればどのようなものであってもよい。
【００１０】
　カソード１１は、例えばカーボンフェルト等のカーボン材料を用いて構成することがで
きる。また、カソード１１は、基材（カーボンフェルト等のカーボン材料やステンレス等
の金属材料）に、導電性カーボンや酸素還元触媒をコーティングしたものを用いてもよい
。このとき使用する基材は、メッシュ状やパンチングメタル等の多孔性の材料が好ましい
。
【００１１】
　また、アノード１２も同様に、例えばカーボンフェルト等のカーボン材料を用いて構成
することができる。また、アノード１２は、基材（カーボンフェルト等のカーボン材料や
ステンレス等の金属材料）に、導電性カーボンや有機物酸化触媒をコーティングしたもの
を用いてもよい。このとき使用する基材は、メッシュ状やパンチングメタル等の多孔性の
材料が好ましい。
【００１２】
　培地１５には微生物と有機物とが含まれている。微生物は、アノード１２の表面に定着
している。ここで、発電に関与する微生物は発電菌と呼ばれる主に嫌気性の微生物であり
、例えばＳｈｅｗａｎｅｌｌａ菌、Ｇｅｏｂａｃｔｅｒ菌などを用いることができる。な
お、本実施の形態にかかる発明では、有機物を分解して電力を発生することができる微生
物であれば、これ以外の微生物を用いてもよい。
【００１３】
　また、有機物とは、一般的に有機化合物と呼ばれるものを示すが、例えば、土壌中の有
機物、有機肥料やそれらの分解物などが挙げられる。土壌中の有機物としては、植物根、
土壌動物、土壌微生物などの生物、動植物などの生物遺体からなる有機物（炭水化物、タ
ンパク質、アミノ酸、リグニン、糖類、脂質など）や、腐食物質（腐食酸、フルボ酸、ヒ
ューミンなど）、非腐食物質からなる非生物の有機物や、植物の光合成により生成される
グルコースなどが挙げられ、乳酸や酢酸などの有機酸なども挙げられる。また、有機肥料
としては、なたね油粕、大豆油粕などの植物質肥料、魚粕、骨粉、乾血、肉粕粉末などの
動物質肥料、牛糞堆肥、豚糞堆肥、鶏糞堆肥、樹皮堆肥などの堆肥化資材などが挙げられ
る。なお、例えば、培地１５に存在する微生物の数が少ない場合は、予め微生物をアノー
ド１２に植種等してもよい。
【００１４】
　微生物燃料電池の反応について、培地１５が酸性状態の場合の例を示す。図１に示すよ
うに、アノード１２では、微生物の代謝によって有機物が分解される。このとき、下記の
式１に示す反応が生じる。
【００１５】
　　有機物＋２Ｈ２Ｏ→ＣＯ２＋４Ｈ＋＋４ｅ－　・・・式１
【００１６】
　式１の反応で発生した電子（ｅ－）はアノード１２に取り込まれてカソード１１側へと
移動する。また、式１の反応で発生したプロトン（Ｈ＋）は、培地１５中を通過して、カ
ソード１１側へと移動する。
【００１７】
　また、カソード１１では、アノード１２側から移動してきた電子とプロトン、及びカソ
ード１１付近の酸素が下記の式２に示す反応をする。
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【００１８】
　　Ｏ２＋４Ｈ＋＋４ｅ－→２Ｈ２Ｏ　・・・式２
【００１９】
　そして、上記の式１および式２に示す反応が繰り返されることで、カソード１１とアノ
ード１２との間に起電力が発生する。このような動作により、微生物燃料電池において電
力が生成される。
【００２０】
＜カソードおよびアノードの配置例＞
　次に、カソード１１およびアノード１２の配置例について説明する。図２は、微生物燃
料電池のカソードおよびアノードの配置例を説明するための断面図であり、畑などの連続
した土壌（つまり、培地に区切りがない場合）にカソードおよびアノードを配置する例を
示している。
【００２１】
　上述したように、カソード１１では上記式２に示した反応を生じさせる必要があるので
、カソード１１は空気（酸素）と触れる位置に配置する必要がある。したがって、図２に
示すカソード１１_１のように培地１５の表面（地表）に配置することが好ましい。また
、カソード１１_２のように地表に形成した凹部の底に配置してもよい。なお、図２に示
すカソード１１_１、１１_２の配置は一例であり、カソード１１を配置する位置は、空気
（酸素）と触れる位置であればどのような場所であってもよい。
【００２２】
　また、上述したように、アノード１２では、上記式１に示した反応を生じさせる必要が
あるので、微生物および有機物と接触するようにアノード１２を配置する必要がある。ま
た、微生物は嫌気性であるので、アノード１２は嫌気性となる場所に配置する必要がある
。したがって、図２に示すアノード１２_１～１２_４のように培地１５の内部に埋設する
ことが好ましい。例えば、アノード１２_１のように植物２００の根２０１の下部にアノ
ードを配置してもよく、アノード１２_２のように根２０１の側部にアノードを配置して
もよく、アノード１２_３のように根２０１の上部（地表に近い位置）にアノードを配置
してもよく、アノード１２_４のように根２０１から離れた位置にアノードを配置しても
よい。更に、アノード１２は、根２０１の中に配置してもよく（不図示）、また根２０１
の周囲に（つまり、根２０１を包むように）配置してもよい（不図示）。なお、図２に示
すアノード１２_１～１２_４の配置は一例であり、アノード１２を配置する位置は、微生
物および有機物と接触する位置であればどのような場所であってもよい。
【００２３】
　なお、図２では複数のカソード１１_１～１１_２、及び複数のアノード１２_１～１２_
４の配置例を示しているが、本実施の形態において微生物燃料電池を配置する際は、カソ
ードとアノードとが対になるように配置することができる。例えば、カソード１１_１と
アノード１２_１とを用いて１つの微生物燃料電池を構成することができる。また、本実
施の形態では、複数の微生物燃料電池（すなわち、２対以上のカソードとアノードの組み
合わせ）を培地１５に配置してもよい。また、カソードとアノードの個数が対にならない
ように配置してもよい。例えば、カソード１つに対してアノードが複数個となるように配
置してもよい。なお、カソード及びアノードを配置する位置は、微生物燃料電池から取得
するデータ（電力）に応じて適宜決定することができる。
【００２４】
　また、図２に示すように、本実施の形態では、カソード１１、アノード１２、及び電解
質１３が一体となった微生物燃料電池セル１０_１を培地１５中に配置してもよい。この
場合は、カソード１１が空気取り入れ孔１４を通して空気と触れるようにする必要がある
。例えば、空気取り入れ孔１４は、地表とカソード１１とを空間的に繋ぐホースを用いて
構成してもよい。また、電解質１３は、イオンを伝導することができる材料を用いて構成
することができる。
【００２５】
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　図３は、微生物燃料電池のカソードおよびアノードの配置例を説明するための断面図で
あり、鉢植えやボックス栽培のように土壌が仕切られている場合におけるカソードおよび
アノードの配置例を示している。なお、図３に示す場合においても、アノード１２の配置
は図２に示したアノード１２_１～１２_４の配置と同様であるので、図３ではアノードの
図示を省略している。
【００２６】
　図３に示す場合は容器１６に培地１５が収容されている。カソードを配置する場合は、
例えば、カソード１１_３のように、容器の側部にカソードを配置してもよい。この場合
はカソード１１_３の上端が空気と触れるように配置することが好ましい。また、カソー
ド１１_４のように、容器１６の側部に形成された穴にカソード１１_４を配置してもよい
。このように配置することで、カソード１１_４の一方の面が空気と他方の面が培地１５
とそれぞれ触れるようにすることができる。
【００２７】
　また、カソード１１_５のように、容器１６の底面にカソード１１_５を配置してもよい
。この場合は容器１６の底面に穴を開けてカソード１１_５の一方の面が空気と触れるよ
うにする。また、カソード１１_６のように、容器１６の底部に形成された穴にカソード
１１_６を配置してもよい。このように配置することで、カソード１１_６の一方の面が空
気と他方の面が培地１５と触れるようにすることができる。
【００２８】
　また、図３に示す場合においても、図２に示したカソード１１_１と同様に、カソード
１１_１を培地１５の表面（地表）に配置してもよく、また、カソード１１_２のように地
表に形成した凹部の底にカソード１１_２を配置してもよい。
【００２９】
　また、図３に示すように、微生物燃料電池セル１０_２を容器１６の底部に配置しても
よい。また、微生物燃料電池セル１０_３を容器１６の側部に配置してもよい。この場合
は、容器１６に形成された穴を通じて微生物燃料電池セル１０_２、１０_３のカソードが
空気と触れるようにする必要がある。また、図３に示す場合においても、図２に示した微
生物燃料電池セル１０_１と同様に、微生物燃料電池セル１０_１を培地１５中に配置して
もよい。この場合は、カソード１１が空気取り入れ孔１４を通して空気と触れるようにす
る必要がある。
【００３０】
　なお、図２、図３に示したカソード１１およびアノード１２の配置は一例であり、本実
施の形態では、図２、図３に示した位置以外にカソード１１およびアノード１２を配置し
てもよい。
【００３１】
＜実施の形態１＞
　次に、本発明の実施の形態１について説明する。図４は、実施の形態１にかかる培地モ
ニタリングシステムを示すブロック図である。図４に示すように、培地モニタリングシス
テム１は、微生物燃料電池１０、解析部２１、及び表示部２２を備える。
【００３２】
　微生物燃料電池１０は、培地１５に配置されている。培地１５には植物２００が植えら
れており、培地１５の内部には植物の根２０１が伸びている。なお、微生物燃料電池１０
が備えるカソード１１およびアノード１２の配置は、図２、図３に示した場合と同様に配
置することができる。なお、図４では微生物燃料電池１０を機能ブロックで示している。
【００３３】
　解析部２１は、微生物燃料電池１０で発電された電力を解析する機能を有する。例えば
、解析部２１は、コンピュータ等を用いて構成することができる。すなわち、解析用のプ
ログラムをコンピュータ等で実行することで、解析処理を実施することができる。本実施
の形態にかかる培地モニタリングシステム１では、解析部２１において微生物燃料電池１
０で発電された電力を解析することで、培地１５の状態をモニタする。すなわち、微生物
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燃料電池１０で生成される電力と培地１５の状態とは互いに関連性を有しているので、微
生物燃料電池１０で発電された電力を解析することで、培地１５の状態をモニタすること
ができる。
【００３４】
　表示部２２は、解析部２１における解析結果を表示する。例えば、表示部２２は、液晶
ディスプレイ等を用いて構成することができる。なお、不要であれば表示部２２は適宜省
略してもよい。
【００３５】
　本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム１では、微生物燃料電池１０で発電さ
れた電力を解析することで培地１５の状態をモニタしている。ここで、微生物燃料電池１
０で発電された電力とは、微生物燃料電池１０で発電された電力の電圧値（起電力）およ
び電流値を含んでいる。つまり、解析部２１は、微生物燃料電池１０で発電された電力の
電圧値および電流値の少なくとも一方を解析することで、培地１５の状態をモニタするこ
とができる。
【００３６】
　図５は、微生物燃料電池の電圧変化の一例を示す図である。図５に示す例は、微生物燃
料電池１０を設置した時点でアノード１２に微生物が付着していない場合を示している。
図５に示すように、微生物燃料電池１０を設置した時点（タイミングｔ１）では、アノー
ド１２に微生物がほとんど付着していないので、分解される有機物の量が少ない。このた
めタイミングｔ１における微生物燃料電池１０の電圧値は低い値となる。
【００３７】
　アノード１２に付着する微生物の量が増えるにしたがって、分解される有機物の量が増
加する。このため、タイミングｔ１以降、微生物燃料電池１０の電圧値は上昇する（初期
挙動）。
【００３８】
　その後、タイミングｔ２からタイミングｔ３にかけて電圧値が急激に低下している。こ
れは培地１５の水分量が減少したことを示している。すなわち、培地１５の水分が減少し
た場合は、図１に示すアノード１２からカソード１１へのプロトンの伝導が妨げられるた
め、微生物燃料電池１０の電圧値が低下する。その後、培地１５の水分量が増加すると、
微生物燃料電池１０の電圧値が増加する（タイミングｔ３～ｔ４）。
【００３９】
　タイミングｔ４～ｔ５では微生物燃料電池１０の電圧値が略一定となり、定常状態とな
る。そして、タイミングｔ５からタイミングｔ６にかけて微生物燃料電池１０の電圧値が
徐々に低下している。これは培地１５中に存在する有機物が減少したことを示している。
その後、タイミングｔ６からタイミングｔ７にかけて再び電圧値が急激に低下している。
これは培地１５の水分量が減少したことを示している。
【００４０】
　このように、本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム１では、微生物燃料電池
１０で発電された電力（電圧値）を解析することで培地１５の状態をモニタすることがで
きる。
【００４１】
　具体的には、タイミングｔ２～ｔ３、ｔ６～ｔ７に示すように、微生物燃料電池１０の
電圧値が急激に低下した場合は、培地１５の水分量が減少したと判定することができる。
また、タイミングｔ３～ｔ４に示すように、微生物燃料電池１０の電圧値が急激に増加し
た場合は、培地１５の水分量が増加したと判定することができる。
【００４２】
　また、タイミングｔ５～ｔ６に示すように、微生物燃料電池１０の電圧値が徐々に低下
した場合は、培地１５中に存在する有機物が減少したと判定することができる。また、微
生物燃料電池１０の電圧値が徐々に増加した場合は、培地１５中に存在する有機物が増加
したと判定することができる。
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【００４３】
　すなわち、解析部２１は、微生物燃料電池１０で発電された電圧値の単位時間当たりの
変化量の絶対値が所定の基準値よりも大きい場合（つまり、グラフの傾きが急峻な場合）
は、培地１５における水分量が変化したと判定することができる。
【００４４】
　また、解析部２１は、微生物燃料電池１０で発電された電圧値の単位時間当たりの変化
量の絶対値が所定の基準値よりも小さい場合（つまり、グラフの傾きが緩やかな場合）は
、培地１５における有機物の量が変化したと判定することができる。このときの所定の基
準値は、任意に決定することができる。解析部２１は、予め所定の基準値を決定してメモ
リ等に格納しておいてもよい。
【００４５】
　なお、上記では、図５のタイミングｔ２～ｔ３、ｔ６～ｔ７において微生物燃料電池１
０の電圧値が急激に低下する原因として水分量の低下を挙げたが、例えば、微生物にとっ
て有毒な成分が培地１５中に流入した場合にも、微生物燃料電池１０の電圧値が急激に低
下する。この場合は、微生物燃料電池１０の電圧値が急激に低下した後、培地１５に水分
を供給したとしても、微生物燃料電池１０の電圧値が回復（上昇）しないか、又は電圧値
が回復（上昇）したとしても非常に緩やかに回復（上昇）する程度となる。
【００４６】
　図６は、微生物燃料電池の電圧変化の他の例を示す図である。図６に示す例は、微生物
燃料電池１０を設置した時点でアノード１２に微生物が付着している場合を示している。
図６に示すように、微生物燃料電池１０を設置した時点でアノード１２に微生物が付着し
ている場合は、設置した当初から微生物燃料電池１０の電圧値は高い値となる。図６に示
す例では、微生物燃料電池１０が定常状態であり、略一定の電圧を出力している場合を示
しているが、例えば、培地１５の水分が増減した場合、また培地１５の有機物が増減した
場合は、図５に示した場合と同様に、微生物燃料電池１０の電圧値が変動する。
【００４７】
　本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム１における解析例について、更に詳細
に説明する。
【００４８】
　図１に示したように、微生物燃料電池１０は微生物の代謝によって有機物が分解される
ことで発電される。このため、微生物燃料電池１０で発電される電力は、次の要素に応じ
て変化する。
【００４９】
（１）微生物の量、及び活性度
　培地１５における微生物の量が多いほど発電量が増加する。また、微生物の活性度が高
いほど、発電量が増加する。一方、培地１５における微生物の量が少ないほど発電量が減
少する。また、微生物の活性度が低いほど、発電量が減少する。
【００５０】
（２）有機物の量、及び分解性
　培地１５における有機物の量が多いほど発電量が増加する。また、有機物が分解されや
すいほど、発電量が増加する。一方、培地１５における有機物の量が少ないほど発電量が
減少する。また、有機物が分解されにくいほど、発電量が減少する。
【００５１】
（３）プロトンの伝導度
　培地１５におけるプロトンの伝導度が高いほど発電量が増加する。一方、培地１５にお
けるプロトンの伝導度が低いほど発電量が減少する。例えば、培地１５における水分量が
多い場合や培地１５中に溶解しているイオン成分が多い場合はプロトンの伝導度が高くな
り、培地１５における水分量が少ない場合や培地１５中に溶解しているイオン成分が少な
い場合はプロトンの伝導度が低くなる。
【００５２】



(10) JP 2020-5577 A 2020.1.16

10

20

30

40

50

　また、本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム１では、以下に示すデータに基
づいて、培地の状態等をモニタ（推定）することができる。
【００５３】
　例えば、初期の電圧上昇（グラフの傾き）を解析することで、培地１５の嫌気性度、微
生物の状態、有機物の分解性を把握することができる。例えば、電圧上昇率が高い場合（
グラフの傾きが急峻な場合）は、微生物燃料電池１０における発電量が多いため、微生物
の量が多く、微生物が活性であり、有機物が多く存在し、培地１５の水分量が多いと推定
することができる。一方、電圧上昇率が低い場合（グラフの傾きが緩やかな場合）は、微
生物燃料電池１０における発電量が少ないため、微生物の量が少なく、微生物が不活性で
あり、有機物が少なく、培地１５の水分量が少ないと推定することができる。
【００５４】
　また、電圧上昇後の電圧変動を解析することで、土壌の状態（肥沃度、有機物の増減）
、植物の状態（元気度、病気、光合成の状態）、微生物の状態（微生物の量と活性度）、
環境の状態（気温、地面温度、日照）等を把握することができる。
【００５５】
　例えば、微生物燃料電池１０における電圧値が増加した場合は、土壌の肥沃度および有
機物が増加し、植物の光合成が増加し、微生物の量が多く、微生物の活性度も高いと推定
することができる。一方、微生物燃料電池１０における電圧値が減少した場合は、土壌の
肥沃度および有機物が減少し、植物の光合成が減少し、微生物の量が減少し、微生物の活
性度も低いと推定することができる。
【００５６】
　また、微生物燃料電池１０における電圧値の維持率（電圧値の安定度）を用いることで
、培地１５の安定度、つまり、有機物の供給と消費のバランスをモニタすることができる
。
【００５７】
　また、微生物燃料電池１０の電圧値が所定の閾値よりも高い場合は、培地１５の有機物
の量が多く、微生物の量も多いため、培地１５が肥沃であると判定することができる。
【００５８】
　また、微生物燃料電池１０の電流値は、有機物の分解スピードと関連している。したが
って、微生物燃料電池１０の電流量を用いることで、微生物の量や活性度、有機物の種類
（分解されやすさ）をモニタすることができる。
【００５９】
　また、微生物燃料電池１０の電流量（電流値×時間）は、有機物の分解量と関連してい
る。したがって、微生物燃料電池１０の電流量を用いることで、培地１５で用いられた有
機物の量を把握することができる。したがって、新たに追加する肥料の量を算出すること
ができる。
【００６０】
　また、微生物燃料電池１０の開回路電圧（ＯＣＶ：Open Circuit Voltage）を用いるこ
とで、微生物の種類および量、有機物の種類および量、培地１５の水分状態をモニタする
ことができる。
【００６１】
　また、微生物燃料電池１０のＩＲドロップ（つまり、ＯＣＶと電流を流した直後の電圧
との差）や微生物燃料電池１０の内部抵抗値を用いることで、微生物の種類および量、有
機物の種類および量をモニタすることができる。
【００６２】
　また、微生物燃料電池１０の緩和速度（電流遮断後の電圧変化）を用いることで、有機
物の種類および量、培地１５の水分状態をモニタすることができる。
【００６３】
　また、上述した微生物燃料電池１０の開回路電圧、ＩＲドロップ、内部抵抗値、緩和速
度を組み合わせることで、プロトン抵抗、活性化過電圧、ガス拡散性等をモニタすること
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ができる。
【００６４】
　また、図７に示すような微生物燃料電池１０のＩ－Ｖ特性を求めることで、微生物の種
類、有機物の種類を特定することができる。Ｉ－Ｖ特性は、微生物燃料電池１０に接続さ
れた外部抵抗を変化させることで測定することができる。または、ＬＳＶ（Linear Sweep
 Voltammetry）測定を用いて測定することができる。
【００６５】
　例えば、図７（ａ）に示すＩ－Ｖ特性は、電流と電圧とが直線的な関係にあるのに対し
て、図７（ｂ）に示すＩ－Ｖ特性は、電流と電圧とが曲線的（下側に凸）な関係にあり、
図７（ｃ）に示すＩ－Ｖ特性は、電流と電圧とが曲線的（上側に凸）な関係にある。この
ように、微生物燃料電池１０のＩ－Ｖ特性は、微生物の種類や有機物の種類によって形状
が異なるので、このようなＩ－Ｖ特性の違いから微生物の種類や有機物の種類を特定する
ことができる。
【００６６】
　また、図８に示すような微生物燃料電池１０の電流と電力の関係を求めることで、微生
物の種類、有機物の種類を特定することができる。例えば、図８（ａ）に示すグラフでは
、電流に対する電力のピークが中央よりも左側にあるのに対して、図８（ｂ）に示すグラ
フでは、電流に対する電力のピークが中央よりも右側にある。このように、微生物燃料電
池１０の電流と電力の関係は、微生物の種類や有機物の種類によって形状が異なるので、
このような電流と電力の関係の違いから微生物の種類や有機物の種類を特定することがで
きる。
【００６７】
　本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム１では、上述のようにして求めたデー
タを、単位当たりのデータに置き換えて解析してもよい。具体的には、上述のようにして
求めたデータを、電極（カソード、アノード）の単位面積、単位体積、単位重量等当たり
の値に換算して解析を行ってもよい。
【００６８】
　また、本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム１では、モデルケース（基準）
のデータ（図７、図８に示したようなグラフのデータや基準値など）を予め格納しておき
、微生物燃料電池１０から取得したデータ（電圧値等）をモデルケースのデータと比較（
照合）することで、微生物の種類および量、有機物の種類および量等を解析してもよい。
【００６９】
　以上で説明したように、本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム１では、微生
物燃料電池１０で発電された電力を解析することで、培地１５の状態をモニタしている。
すなわち、微生物燃料電池１０で生成される電力と培地１５の状態とは互いに関連性を有
している。したがって、微生物燃料電池１０で発電された電力を解析することで、培地１
５の状態を精度よくモニタすることができる。
【００７０】
　以上で説明した本実施の形態にかかる発明により、微生物燃料電池を用いて培地の状態
を精度よくモニタすることが可能な培地モニタリングシステムを提供することができる。
【００７１】
＜実施の形態２＞
　次に、本発明の実施の形態２について説明する。図９は、実施の形態２にかかる培地モ
ニタリングシステムを示すブロック図である。図９に示す培地モニタリングシステム２は
、実施の形態１で説明した培地モニタリングシステム１と比べて、送信部３１、蓄電部３
２、及び受信部３３を備える点が異なる。これ以外の構成及び動作については、実施の形
態１で説明した培地モニタリングシステム１と同様であるので、同一の構成要素には同一
の符号を付して重複した説明は省略する。
【００７２】
　図９に示すように、本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム２は、微生物燃料
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電池１０、送信部３１、蓄電部３２、受信部３３、解析部２１、及び表示部２２を備える
。
【００７３】
　送信部３１は、微生物燃料電池１０で発電された電力に関する電力情報を無線送信する
。ここで電力情報とは、微生物燃料電池１０で発電された電力の電圧値および電流値であ
る。例えば、送信部３１は、微生物燃料電池１０から供給された電圧値および電流値をそ
れぞれデジタルデータに変換するＡＤコンバータを備えており、微生物燃料電池１０から
供給された電圧値および電流値はデジタルデータに変換された後、受信部３３に無線送信
される。
【００７４】
　蓄電部３２は、微生物燃料電池１０で発電された電力を一時的に蓄電する。蓄電部３２
は、例えばリチウムイオン二次電池等を用いて構成することができる。送信部３１は、蓄
電部３２に蓄電されている電力を用いて駆動可能に構成されている。蓄電部３２には、微
生物燃料電池１０から電力が供給されない場合であっても、送信部３１が微生物燃料電池
１０の電力情報を無線送信することができる程度の電力が少なくとも蓄えられている。
　なお、微生物燃料電池１０で発電された電力のみを用いて送信部３１が無線送信できる
場合は、蓄電部３２を省略してもよい。
【００７５】
　受信部３３は、送信部３１から無線送信された電力情報を受信する。受信部３３で受信
された電力情報は、解析部２１に供給される。解析部２１は、受信部３３で受信された電
力情報を用いて培地１５の状態をモニタする。なお、解析部２１における電力情報の解析
については、実施の形態１で説明した場合と同様であるので重複した説明は省略する。
【００７６】
　本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム２では、送信部３１および受信部３３
を設け、微生物燃料電池１０で発電された電力に関する電力情報を送信部３１から受信部
３３に無線送信している。よって、離れた場所でも培地１５の状態をモニタすることがで
きる。すなわち、培地１５と解析部２１とが離れている場合であっても、培地１５の状態
をモニタすることができる。
【００７７】
　例えば、複数の培地１５を一括で管理（モニタ）する場合は、複数の培地１５の各々に
微生物燃料電池１０と送信部３１とを設ける。そして、各々の微生物燃料電池１０の電力
情報を各々の送信部３１を用いて無線送信する。受信部３３は、各々の送信部３１から送
信された電力情報を受信して、解析部２１に供給する。解析部２１は、複数の培地１５の
各々に設けられた微生物燃料電池１０の電力情報を解析する。これにより、複数の培地１
５を一括で管理（モニタ）することができる。
【００７８】
　例えば、各々の送信部３１は、各々の微生物燃料電池１０（つまり、各々の培地１５に
対応）を識別するための識別情報（送信元情報）を送信データに含めてもよい。このよう
に送信データに識別情報を含めることで、受信部３３（解析部２１）において各々の微生
物燃料電池１０の電力情報と各々の培地１５とを対応付けることができる。
【００７９】
　このような培地モニタリングシステム２は、例えば広大な耕地を一括で管理する場合に
好適に用いることができる。例えば、送信部３１および受信部３３は、無線ＬＡＮや３Ｇ
、４Ｇ等の携帯電話網等を用いて無線通信することができる。使用するネットワーク網は
、送信部３１および受信部３３の距離に応じて適宜選択することができる。
【００８０】
　なお、上述した構成では、送信部３１が受信部３３に電力情報を無線送信している場合
について説明したが、本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム２では、送信部３
１が受信部３３に電力情報を有線で送信するように構成してもよい。
【００８１】
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＜実施の形態３＞
　次に、本発明の実施の形態３について説明する。図１０は、実施の形態３にかかる培地
モニタリングシステムを示すブロック図である。図１０に示す培地モニタリングシステム
３は、実施の形態１で説明した培地モニタリングシステム１と比べて、センサ４１を備え
る点が異なる。これ以外の構成及び動作については、実施の形態１で説明した培地モニタ
リングシステム１と同様であるので、同一の構成要素には同一の符号を付して重複した説
明は省略する。
【００８２】
　図１０に示すように、本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム３は、微生物燃
料電池１０、センサ４１、解析部２１、及び表示部２２を備える。
【００８３】
　センサ４１は、例えば、培地１５の内部及び培地１５の周囲の少なくとも一方における
所定の物理量を測定可能な物理センサ（第１のセンサ）である。また、センサ４１は、例
えば、培地１５の内部における所定の化学量を測定可能な化学センサ（第２のセンサ）で
あってもよい。また、センサ４１は、物理センサと化学センサの組み合わせであってもよ
い。すなわち、本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム３では、センサ４１は、
物理センサおよび化学センサの少なくとも一つを用いて構成することができる。
【００８４】
　解析部２１は、微生物燃料電池１０で発電された電力とセンサ４１で測定された測定値
とを解析することで、培地１５の状態をモニタする。ここで、センサ４１で測定された測
定値とは、上述のように、物理センサで測定された物理量および化学センサで測定された
化学量の少なくとも一つである。
【００８５】
　このように、本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム３では、微生物燃料電池
１０で発電された電力とセンサ４１で測定された測定値とを解析することで、培地１５の
状態をモニタしている。したがって、培地１５の状態をより精度よくモニタすることがで
きる。
【００８６】
　次に、センサ４１で測定される測定値と、当該測定値の解析について具体的に説明する
。例えば、センサ４１は培地１５に設けられた参照電極であり、この場合は、センサ４１
は基準電位を測定する。このように基準電位を測定することで、微生物燃料電池１０にお
ける起電力の変化がカソードおよびアノードのどちらに起因しているのかを特定すること
ができる。
【００８７】
　また、例えば、センサ４１は培地１５のｐＨ（植物や微生物の生存環境の化学的指標）
を測定可能なセンサである。例えば、微生物燃料電池１０で発電された電力が異常を示し
ており、更に、センサ４１で測定されたｐＨの値が所定の範囲から外れている場合は、微
生物燃料電池１０の電力の異常の原因がｐＨ値の異常であると特定することができる。
【００８８】
　また、例えば、センサ４１は電気伝導度（ＥＣ）を測定可能なセンサである。電気伝導
度は、培地１５に溶解している肥料成分量の目安となる化学的指標である。センサ４１で
測定された電気伝導度を用いることで、培地１５中の肥料成分量の分析精度を向上させる
ことができる。
【００８９】
　また、例えば、センサ４１は培地１５の地温や培地１５付近の気温を測定可能なセンサ
である。地温や気温は、植物や微生物の生存環境の物理的指標である。センサ４１で測定
された地温や気温を用いることで、微生物の活性度、有機物の分解力、植物の元気度等を
精度よく解析することができる。
【００９０】
　また、例えば、センサ４１は日照を測定可能なセンサである。日照は、植物の光合成量
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や根からの養分吸収のしやすさの物理的指標である。センサ４１で測定された日照を用い
ることで、植物の元気度を精度よく解析することができる。
【００９１】
　また、例えば、センサ４１は培地１５の水分量や排水量を測定可能なセンサである。こ
のように、培地１５の水分量や排水量を測定することで、培地１５における水分の状態を
精度よくモニタすることができ、培地１５の環境に問題がないかをチェックすることがで
きる。
【００９２】
　また、例えば、センサ４１は培地１５の硬さを測定可能なセンサである。このように、
培地１５の硬さを測定することで、培地１５の環境に問題がないかをチェックすることが
できる。
【００９３】
　また、本実施の形態では、上述した物理的指標、化学的指標を組み合わせて用いてもよ
い。すなわち、微生物燃料電池１０からは生物的指標を取得することができるので、これ
らを組み合わせることで、物理的指標、化学的指標、及び生物的指標の３つを用いて培地
１５の状態をモニタすることができる。したがって、更に精度よく培地１５の状態をモニ
タすることができる。
【００９４】
　なお、本実施の形態は、実施の形態２にかかる培地モニタリングシステム２と組み合わ
せてもよい。この場合、送信部３１は、微生物燃料電池１０の電力情報に加えて、センサ
４１で測定された測定結果を受信部３３に無線送信する。
【００９５】
　以上で説明した本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム３により、培地１５の
状態をより精度よくモニタすることができる。
【００９６】
＜実施の形態４＞
　次に、本発明の実施の形態４について説明する。図１１は、実施の形態４にかかる培地
モニタリングシステムを示すブロック図である。図１１に示す培地モニタリングシステム
４は、実施の形態１で説明した培地モニタリングシステム１と比べて、供給制御部５１、
水供給部５２、及び養液供給部５３を備える点が異なる。これ以外の構成及び動作につい
ては、実施の形態１で説明した培地モニタリングシステム１と同様であるので、同一の構
成要素には同一の符号を付して重複した説明は省略する。
【００９７】
　図１１に示すように、本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム４は、微生物燃
料電池１０、解析部２１、表示部２２、供給制御部５１、水供給部５２、及び養液供給部
５３を備える。
【００９８】
　水供給部５２は、培地１５に水分を供給可能に構成されている。例えば、水供給部５２
は、水を蓄えるタンクと、当該タンクから培地１５へと伸びる配管と、配管に流れる水分
を調整するバルブと、を用いて構成することができる。供給制御部５１は、水供給部５２
を制御可能に構成されている。具体的には、供給制御部５１は、水供給部５２が備えるバ
ルブの開閉を制御することで、または、バルブを流れる水量を制御することで、水供給部
５２から培地１５に供給される水分を調整することができる。
【００９９】
　養液供給部５３は、培地１５に養液を供給可能に構成されている。例えば、養液供給部
５３は、養液を蓄えるタンクと、当該タンクから培地１５へと伸びる配管と、配管に流れ
る養液を調整するバルブと、を用いて構成することができる。供給制御部５１は、養液供
給部５３を制御可能に構成されている。具体的には、供給制御部５１は、養液供給部５３
が備えるバルブの開閉を制御することで、または、バルブを流れる養液を制御することで
、養液供給部５３から培地１５に供給される養液を調整することができる。なお、養液供
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給部５３は、複数種類の養液を供給可能に構成されていてもよい。この場合は、養液の種
類毎にタンクとバルブが設けられる。
【０１００】
　供給制御部５１は、解析部２１における解析結果に応じて、水供給部５２から培地１５
に供給される水分、及び養液供給部５３から培地１５に供給される養液を制御する。具体
的には、解析部２１における解析結果が、培地１５の水分が不足しているという解析結果
である場合、供給制御部５１は、水供給部５２が培地１５に水分を供給するように水供給
部５２を制御する。また、解析部２１における解析結果が、培地１５の養分（有機物）が
不足しているという解析結果である場合、供給制御部５１は、養液供給部５３が培地１５
に養液を供給するように養液供給部５３を制御する。
【０１０１】
　例えば、図５のタイミングｔ２～ｔ３に示したように、微生物燃料電池１０の電圧値が
急激に低下した場合は、培地１５の水分量が減少したと判定することができる。このよう
な場合、供給制御部５１は、水供給部５２が培地１５に水分を供給するように水供給部５
２を制御する。
【０１０２】
　また、図５のタイミングｔ５～ｔ６に示したように、微生物燃料電池１０の電圧値が徐
々に低下した場合は、培地１５中に存在する有機物が減少したと判定することができる。
このような場合、供給制御部５１は、養液供給部５３が培地１５に養液を供給するように
養液供給部５３を制御する。
【０１０３】
　以上で説明したように、本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム４では、解析
部２１における解析結果に応じて、水供給部５２から培地１５に供給される水分および養
液供給部５３から培地１５に供給される養液を制御している。したがって、培地１５の状
態を精度よくモニタすると共に、培地１５が必要としている水分や養液を培地１５に適切
に供給することができる。
【０１０４】
　なお、本実施の形態においても、上述の実施の形態２、及び実施の形態３の内容を適宜
組み合わせてもよい。
【０１０５】
＜実施の形態５＞
　次に、本発明の実施の形態５について説明する。図１２は、実施の形態５にかかる培地
モニタリングシステム（培地改質システム）を示すブロック図である。図１２に示す培地
モニタリングシステム５は、実施の形態１で説明した培地モニタリングシステム１と比べ
て、改質制御部６１、及び改質部６２を備える点が異なる。これ以外の構成及び動作につ
いては、実施の形態１で説明した培地モニタリングシステム１と同様であるので、同一の
構成要素には同一の符号を付して重複した説明は省略する。なお、本実施の形態において
も上述の実施の形態１～４の内容を適宜組み合わせてもよい。
【０１０６】
　図１２に示すように、本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム５は、微生物燃
料電池１０、解析部２１、表示部２２、改質制御部６１、及び改質部６２を備える。
【０１０７】
　改質制御部６１は、改質部６２を制御可能に構成されている。改質部６２は、培地１５
を改質するための手段である。本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム５におい
て、改質制御部６１は、解析部２１における解析結果に応じて改質部６２を制御する。
【０１０８】
　例えば、改質部６２は、改質用微生物燃料電池である。この場合、改質制御部６１は、
解析部２１における解析結果に応じて改質用微生物燃料電池における発電量を制御するこ
とで培地１５の改質を調整する。なお、改質用微生物燃料電池のカソード及びアノードの
配置については、図２、図３に示した微生物燃料電池のカソード及びアノードの配置と同
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様であるので重複した説明は省略する。
【０１０９】
　例えば、改質用微生物燃料電池には、改質用微生物燃料電池における発電をオン・オフ
するスイッチが接続されている。改質制御部６１は、このスイッチをオン・オフすること
で、改質用微生物燃料電池における発電のオン・オフを制御する。このように改質用微生
物燃料電池における発電量（オン・オフ）を制御することで培地１５の改質を調整するこ
とができる。
【０１１０】
　また、例えば、改質用微生物燃料電池には、改質用微生物燃料電池の電流量を調整する
ための可変抵抗が接続されていてもよい。改質制御部６１は、この可変抵抗の抵抗値を調
整することで改質用微生物燃料電池に流れる電流量（発電量）を調整することができる。
このように改質用微生物燃料電池における電流量（発電量）を制御することで培地１５の
改質を調整することができる。
【０１１１】
　また、本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム５では、上述したスイッチ、及
び可変抵抗を組み合わせて、改質用微生物燃料電池の発電量を制御してもよい。この場合
、改質制御部６１は、スイッチ及び可変抵抗の各々を制御することで、改質用微生物燃料
電池の発電量を制御することができる。
【０１１２】
　改質用微生物燃料電池で発電する際、培地１５の有機物が分解される。これにより、培
地１５の状態が改善されて、植物２００の根２０１が培地１５中から養分を吸収しやすく
なる。また、改質用微生物燃料電池で発電することで、培地１５中のイオンや植物２００
から出るイオンの流れを変えることができる。これにより、植物２００の代謝を促すこと
ができる。
【０１１３】
　例えば、微生物燃料電池１０の電圧値が所定の範囲内である場合、解析部２１は培地１
５の状態が適切であると判定することができる。
【０１１４】
　一方、微生物燃料電池１０の電圧値が所定の上限値よりも高い場合、改質制御部６１は
、改質用微生物燃料電池で発電される電力量が少なくなるように改質用微生物燃料電池を
制御する。すなわち、微生物燃料電池１０の電圧値が所定の上限値よりも高い場合は、培
地１５における有機物の分解量が多く、また微生物が活性状態であると推定される。この
ような場合、改質制御部６１は、改質用微生物燃料電池で発電される電力量が少なくなる
ようにすることで、培地１５の活性度（有機物の分解量、微生物の活性度）を低減させる
ことができる。
【０１１５】
　逆に、微生物燃料電池１０の電圧値が所定の下限値よりも低い場合、改質制御部６１は
、改質用微生物燃料電池で発電される電力量が多くなるように改質用微生物燃料電池を制
御する。すなわち、微生物燃料電池１０の電圧値が所定の下限値よりも低い場合は、培地
１５における有機物の分解量が少なく、また微生物が不活性状態であると推定される。こ
のような場合、改質制御部６１は、改質用微生物燃料電池で発電される電力量が多くなる
ようにすることで、培地１５の活性度（有機物の分解量、微生物の活性度）を増加させる
ことができる。
【０１１６】
　また、本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム５では、改質部６２を構成する
際に、改質用電源と、当該改質用電源に接続された改質用電極と、を用いてもよい。この
場合、改質制御部６１は、解析部２１における解析結果に応じて改質用電源を制御するこ
とで培地１５の改質を調整する。
【０１１７】
　具体的には、改質用電極は培地１５の内部に埋設されており、改質制御部６１は、解析
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部２１における解析結果に応じて、改質用電源から改質用電極に供給される電圧および電
流の少なくとも一方を制御することで、培地１５の改質を調整する。
【０１１８】
　改質用電極に流す電流値は改質する培地１５に応じて適宜変更することができる。安全
性を考慮すると、改質用電極に流す電流値は、１０ｍＡ以下、好ましくは１ｍＡ以下であ
る。改質用電極には連続的に電流を流してもよく、また、断続的に（パルス的に）電流を
流してもよい。このように、培地１５に電流を流すことで、培地１５中の微生物を活性化
させたり、培地１５中の無機塩類を分解したり、植物の育成を阻害する微生物を殺菌した
りすることができる（培地の改質）。また、植物に電気的な刺激が与えられるので、植物
の育成が促進される。
【０１１９】
　また、改質用電極に印加する電圧値は改質する培地１５に応じて適宜変更することがで
きる。一例を挙げると、改質用電極に印加する電圧値は、数十～数千Ｖ程度とすることが
できる。改質用電極に電圧を印加することで、植物の細胞内外の電解質の分極やイオン化
が促進されて、イオンバランスを整えることができる。したがって、植物育成に効果があ
る。
【０１２０】
　改質用電極に供給される電圧は、直流であってもよく、また交流であってもよい。
　直流を用いる場合は、電池などの商用直流電源や、自然再生エネルギーなどを使用する
ことができる。また、昇圧回路などを用いて電圧を増幅して使用することもできる。なお
、直流電源はこれらに限定されることはなく、例えばコンバータ回路を用いて交流電源の
交流を直流に変換して用いてもよい。
【０１２１】
　また、自然再生エネルギーを利用した場合は、インフラが整備されていない環境や電源
供給場所から離れた場所にも本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム５を導入す
ることができるという利点がある。また、必要に応じて自然再生エネルギーで発電された
電力を一時的に蓄電池に蓄えるようにしてもよい。
【０１２２】
　また、交流を用いる場合は、商用交流電源や自然再生エネルギーなどを使用することが
できる。また、昇圧回路などを用いて電圧を増幅して使用することもできる。なお、交流
電源はこれらに限定されることはなく、例えばインバータ回路を用いて直流電源の直流を
交流に変換して用いてもよい。
【０１２３】
　具体的には、太陽光や風力等の自然再生エネルギー又は蓄電装置からの直流を交流に変
換して電源として使用してもよい。自然再生エネルギーを利用した場合は、インフラが整
備されていない環境や電源供給場所から離れた場所にも本実施の形態にかかる培地モニタ
リングシステム５を導入することができるという利点がある。また、必要に応じて自然再
生エネルギーで発電された電力を一時的に蓄電池に蓄えるようにしてもよい。
【０１２４】
　例えば、微生物燃料電池１０の電圧値が所定の範囲内である場合、解析部２１は培地１
５の状態が適切であると判定することができる。
【０１２５】
　一方、微生物燃料電池１０の電圧値が所定の上限値よりも高い場合、改質制御部６１は
、改質用電源から改質用電極に供給される電圧および電流の少なくとも一方が低くなるよ
うにしてもよい。すなわち、微生物燃料電池１０の電圧値が所定の上限値よりも高い場合
は、培地１５における有機物の分解量が多く、また微生物が活性状態であると推定される
。このような場合、改質制御部６１は、改質用電源から改質用電極に供給される電圧およ
び電流の少なくとも一方が低くなるようにすることで、培地１５の活性度（有機物の分解
量、微生物の活性度）を低減させることができる。
【０１２６】
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　逆に、微生物燃料電池１０の電圧値が所定の下限値よりも低い場合、改質制御部６１は
、改質用電源から改質用電極に供給される電圧および電流の少なくとも一方が高くなるよ
うにしてもよい。すなわち、微生物燃料電池１０の電圧値が所定の下限値よりも低い場合
は、培地１５における有機物の分解量が少なく、また微生物が不活性状態であると推定さ
れる。このような場合、改質制御部６１は、改質用電源から改質用電極に供給される電圧
および電流の少なくとも一方が高くなるようにすることで、培地１５の活性度（有機物の
分解量、微生物の活性度）を増加させることができる。
【０１２７】
　図１３、図１４は、改質用電極の配置例を説明するための断面図である。図１３に示す
ように、改質用電極７３_１、７４_１は改質用電源７１に接続されている。改質用電極７
３_１、７４_１は垂直方向に伸びるように、且つ植物２００の根２０１を挟むように配置
されている。改質用電極７３_１、７４_１のうちの一方はカソード、他方はアノードであ
る。つまり、改質用電極７３_１がカソードの場合は、改質用電極７４_１がアノードであ
る。また、改質用電極７３_１がアノードの場合は、改質用電極７４_１がカソードである
。改質用電極７３_１、７４_１を構成する材料は、導電性の材料であれば特に限定される
ことはない。改質用電極７３_１、７４_１の形状は、例えば、板状、シート状、メッシュ
状、棒状、線状である。なお、改質用電極のカソードとアノードを配置する位置は、改質
したい領域をカソードとアノードとで挟み込んでいる位置であれば、特に限定されること
はない。
【０１２８】
　図１３では、改質用電極７３_１、７４_１の中央に根２０１が位置するように、改質用
電極７３_１、７４_１を配置している例を示しているが、根２０１が改質用電極７４_１
よりも改質用電極７３_１の近くになるようにしてもよく、逆に、根２０１が改質用電極
７４_１よりも改質用電極７３_１の近くになるようにしてもよい。換言すると、根２０１
の近くにアノードを配置してもよく、また根２０１の近くにカソードを配置してもよい。
【０１２９】
　また、図１４に示すように、改質用電極７３_２、７４_２を水平方向に伸びるように配
置してもよい。この場合は、一方の改質用電極７３_２を培地１５の表面近くに配置し、
他方の改質用電極７４_２を培地１５の深い部分に配置する。図１４においても、改質用
電極７３_２、７４_２のうちの一方はカソード、他方はアノードである。つまり、改質用
電極７３_２がカソードの場合は、改質用電極７４_２がアノードである。また、改質用電
極７３_２がアノードの場合は、改質用電極７４_２がカソードである。
【０１３０】
　図１３、図１４に示した構成例の場合は、改質用電極７３_１、７４_１、７３_２、７
４_２に印加する電圧は直流であってもよく、また交流であってもよい。
【０１３１】
　図１５は、改質用電極の配置例を説明するための断面図である。図１５に示す構成では
、各々の植木鉢８０_１～８０_４に充填されている土壌に改質用電極８３_１～８３_４を
埋設している。各々の改質用電極８３_１～８３_４は、配線８２を介して改質用電源８１
に接続されている。つまり、各々の改質用電極８３_１～８３_４には、改質用電源８１か
ら配線８２を介して電源（電流・電圧）が供給される。図１５に示す構成例では改質用電
源８１は交流電源であり、各々の植木鉢８０_１～８０_４に充填されている土壌はアース
に接続されている。なお、図１５に示す改質用電極８３_１～８３_４を構成する材料は、
導電性の材料であれば特に限定されることはない。例えば、改質用電極８３_１～８３_４
の形状は、板状、シート状、メッシュ状、棒状、線状である。
【０１３２】
　図１６は、改質用電極の配置例を説明するための断面図である。図１６に示す構成では
、畑９０に形成されている各々の畝９１_１～９１_４に改質用電極９２_１～９２_４が埋
設されている。具体的には、改質用電極９２_１～９２_４は、各々の畝９１_１～９１_４
が伸びる方向と改質用電極９２_１～９２_４が伸びる方向とが平行となるように、各々の
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線８２を介して改質用電源８１に接続されている。つまり、各々の改質用電極９２_１～
９２_４には、改質用電源８１から配線８２を介して電源（電流・電圧）が供給される。
図１６に示す構成例では改質用電源８１は交流電源である。なお、図１６に示す改質用電
極９２_１～９２_４を構成する材料は、導電性の材料であれば特に限定されることはない
。例えば、改質用電極９２_１～９２_４の形状は、板状、シート状、メッシュ状、棒状、
線状である。
【０１３３】
　以上で説明したように、本実施の形態にかかる培地モニタリングシステム５では、解析
部２１における解析結果に応じて改質制御部６１が改質部６２を制御するように構成して
いる。したがって、培地１５の状態を精度よくモニタすると共に、培地１５の状態に応じ
て培地１５の状態を改質することができる。
【０１３４】
　以上、本発明を上記実施形態に即して説明したが、本発明は上記実施の形態の構成にの
み限定されるものではなく、本願特許請求の範囲の請求項の発明の範囲内で当業者であれ
ばなし得る各種変形、修正、組み合わせを含むことは勿論である。
【符号の説明】
【０１３５】
１、２、３、４、５　培地モニタリングシステム
１０、１０_１～１０_３　微生物燃料電池
１１、１１_１～１１_６　カソード
１２、１２_１～１２_４　アノード
１３　電解質
１４　空気取り入れ孔
１５　培地
１６　容器
２１　解析部
２２　表示部
３１　送信部
３２　蓄電部
３３　受信部
４１　センサ
５１　供給制御部
５２　水供給部
５３　養液供給部
６１　改質制御部
６２　改質部
７１　改質用電源
７３_１、７３_２、７４_１、７４_２　改質用電極
８０_１～８０_４　植木鉢
８１　改質用電源
８２　配線
８３_１～８３_４　改質用電極
９０　畑
９１_１～９１_４　畝
９２_１～９２_４　改質用電極
２００　植物
２０１　根
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